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【誤訳訂正書】
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【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
患者の右冠動脈の開口部と選択的に係合する操縦可能なカテーテルであって、
　カテーテルが使用される患者の体外において使用者により操作される基端を有し、該基
端に付加されたトルクを伝達する基端側シャフトと、
　該基端側シャフトによって伝達されたトルクに反応するように、前記基端側シャフトの
基端とは反対の側から延びる先端側シャフトと
を備え、該先端側シャフトは、
　　　前記基端側シャフトから延びる移行セグメント、及びカテーテルが患者の体内で所
定の位置にあるときに患者の上行大動脈の内面に当接するように前記移行セグメントから
延びる当接セグメントを有する、事前賦形された支持セクションと、
　　　前記当接セグメントから延びる第１のセグメント及び該第１のセグメントから延び
る第２のセグメントを有する、前記支持セクションから延びる事前賦形された開口進入セ
クションと
を備え、
　前記支持セクションが患者の矢状面と平行な仮想面にある、少なくとも患者の体外にお
けるカテーテルの自然状態において、前記第１のセグメントが前記事前賦形された支持セ
クションから患者の前側に延びるときに、前記第１のセグメントが前記仮想面上または該
仮想面よりも患者の右側に位置し、前記第２のセグメントが前記第１のセグメントから前
記仮想面に向かって戻るように延びる、操縦可能なカテーテル。
【請求項２】
前記第１のセグメントが初期には前記支持セクションからは第１の角度にて、且つ前記仮
想面からは第２の角度にて配置されるように、前記第１のセグメントが前記支持セクショ
ンに連結されることと、
　前記第２のセグメントが初期には前記第１のセグメントからは第３の角度にて、且つ前
記第１のセグメントと前記支持セクションの少なくとも一部とによって形成される平面か
らは第４の角度にて配置されるように、前記第２のセグメントが前記第１のセグメントに
連結されることと、
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　前記第１の角度が約８０～１７０度であることと、
　前記第２の角度が約１３０～１８０度であることと、
　前記第３の角度が約９０～１７５度であることと、
　前記第４の角度が約０～９０度であることと
からなる、請求項１に記載の操縦可能なカテーテル。
【請求項３】
前記移行セグメントは、前記基端側シャフトに対して約１３５～１７５度の初期角度をな
し、且つ前記当接セグメントに対して約１３５～１７５度の初期角度をなすように配置さ
れることと、前記移行セグメントは、前記基端側シャフトに対して約１４０～１８０度の
別の初期角度をなし、且つ前記当接セグメントに対して約１４０～１８０度の別の初期角
度をなすように配置されることとからなる、請求項２に記載の操縦可能なカテーテル。
【請求項４】
前記移行セグメントの長さが約２０～８０ｍｍであることと、
　前記当接セグメントの長さが約５～４０ｍｍであることと、
　前記第１のセグメントの長さが約５～５５ｍｍであることと、
　前記第２のセグメントの長さが約５～５５ｍｍであることと
からなる、請求項３に記載の操縦可能なカテーテル。
【請求項５】
前記移行セグメントの長さが約２０～８０ｍｍであることと、
　前記当接セグメントの長さが約５～４０ｍｍであることと、
　前記第１のセグメントの長さが約５～５５ｍｍであることと、
　前記第２のセグメントの長さが約５～５５ｍｍであることと
からなる、請求項２に記載の操縦可能なカテーテル。
【請求項６】
前記移行セグメントが前記基端側シャフトに対してねじれた状態にある、請求項１、２、
４及び５のうちいずれか一項に記載の操縦可能なカテーテル。
【請求項７】
　前記第２のセグメントが先端にて終端し、前記先端を右冠動脈の開口部内と係合させる
ように前記基端側シャフトに対して時計方向にトルクを加えると、前記先端が前記当接セ
グメントと前記第１のセグメント及び第２のセグメントの連結点とを含む平面に追従する
、請求項１に記載の操縦可能なカテーテル。
【請求項８】
前記先端が右冠動脈の開口部内に配置されるときに、前記当接セグメントが右冠動脈の開
口部より少なくとも約５ｍｍ上方に配置される、請求項１に記載の操縦可能なカテーテル
。
【請求項９】
前記第２のセグメントが先端にて終端し、前記先端が右冠動脈の開口部内に配置されると
きに、第１のセグメントの軸線とほぼ直交する上行大動脈の内面の接平面において、前記
当接セグメントが患者の上行大動脈の内面に当接する、請求項１に記載の操縦可能なカテ
ーテル。
【請求項１０】
前記先端が右冠動脈の開口部内に配置されるときに、前記第２のセグメントが右冠動脈と
同一軸線上に位置する、請求項９に記載の操縦可能なカテーテル。
【請求項１１】
カテーテルが使用される患者の体外において使用者により操作される基端を有する基端側
シャフトと、
　該基端側シャフトの基端とは反対の側から延びる先端側シャフトと
を備え、
　該先端側シャフトは、患者の上行大動脈の後側内面に当接するように事前賦形された支
持セクションと、該事前賦形された支持セクションから延びる事前賦形された開口進入セ
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クションとを有することと、
　前記支持セクションは、
　　　初期に１３５～１７５度の挟角を形成する第１の屈曲にて前記基端側シャフトに連
結され、且つ初期にはほぼ直線状である移行セグメントと、
　　　初期に１３５～１７５度の挟角を形成する第２の屈曲にて前記移行セグメントに連
結され、且つ初期にはほぼ直線状である当接セグメントと
を備えることと、
　前記事前賦形された開口進入セクションは、
　　　初期に８０～１７０度の挟角を形成する第３の屈曲にて前記当接セグメントに連結
され、且つ初期にはほぼ直線状である第１のセグメントと、
　　　初期に９０～１７５度の挟角を形成する第４の屈曲にて前記第１のセグメントに連
結され、且つ初期にはほぼ直線状である第２のセグメントと
を備えることと、
　前記支持セクションの少なくとも当接セグメントが患者の矢状面と平行な仮想面にある
、少なくとも患者の体外におけるカテーテルの自然状態において、前記第１のセグメント
が前記事前賦形された支持セクションから患者の前側に延びるときに、前記第１のセグメ
ントが前記仮想面上又は該仮想面よりも患者の右側に位置し、前記第２のセグメントが前
記第１のセグメントから前記仮想面に向かって戻るように延びる、右冠動脈用のカテーテ
ル。
【請求項１２】
前記第１のセグメントが前記仮想面に対して１３０～１８０度の初期角度にて配置される
ことと、
　前記第２のセグメントが、前記第１のセグメントと前記事前賦形された支持セクション
の当接セグメントとによって形成される平面から０～９０度の初期角度にて配置されるこ
とと
からなる、請求項１１に記載のカテーテル。
【請求項１３】
前記移行セグメントの長さが２０～８０ｍｍであることと、
　前記当接セグメントの長さが５～４０ｍｍであることと、
　前記第１のセグメントの長さが５～５５ｍｍであることと、
　前記第２のセグメントの長さが５～５５ｍｍであることと
からなる、請求項１２に記載のカテーテル。
【請求項１４】
前記第２のセグメントは、前記カテーテルが患者の体内に適切に配置されるときに右冠動
脈の開口部に進入する先端にて終端する、請求項１３に記載のカテーテル。
【請求項１５】
前記先端が右冠動脈の開口部内に配置されるときに、前記当接セグメントが右冠動脈の開
口部より少なくとも約５ｍｍ上方に配置される、請求項１４に記載のカテーテル。
【請求項１６】
前記移行セグメントと前記基端側シャフトとの間に１４０～１８０度の別の屈曲をなすこ
とと、前記当接セグメントと前記移行セグメントとの間に１４０～１８０度の別の屈曲を
なすこととからなる、請求項１４に記載のカテーテル。
【請求項１７】
前記移行セグメントが前記基端側シャフトに対してねじれた状態にある、請求項１６に記
載のカテーテル。
【請求項１８】
前記第２のセグメントは、カテーテルが患者の体内に適切に配置されるときに右冠動脈の
開口部に進入する先端にて終端する、請求項１１に記載のカテーテル。
【請求項１９】
前記移行セグメントと前記基端側シャフトとの間に１４０～１８０度の別の屈曲をなすこ
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とと、前記当接セグメントと前記移行セグメントとの間に１４０～１８０度の別の屈曲を
なすこととからなる、請求項１８に記載のカテーテル。
【請求項２０】
前記移行セグメントと前記基端側シャフトとの間に１４０～１８０度の別の屈曲をなすこ
とと、前記当接セグメントと前記移行セグメントとの間に１４０～１８０度の別の屈曲を
なすこととからなる、請求項１１に記載のカテーテル。
【請求項２１】
前記移行セグメントが前記基端側シャフトに対してねじれた状態にある、請求項１１に記
載のカテーテル。
【請求項２２】
　前記第２のセグメントが先端にて終端し、前記先端を右冠動脈の開口部内と係合させる
ように前記基端側シャフトに対して時計方向にトルクを加えると、前記先端が前記当接セ
グメントと前記第１のセグメント及び第２のセグメントの連結点とを含む平面に追従する
、請求項１１に記載のカテーテル。
【請求項２３】
前記先端が右冠動脈の開口部内に配置されるときに、第１のセグメントの軸線とほぼ直交
する患者の上行大動脈の内面の接平面において、前記当接セグメントが患者の上行大動脈
の内面に当接する、請求項１１に記載のカテーテル。
【請求項２４】
前記先端が右冠動脈の開口部内に配置されるときに、前記第２のセグメントが右冠動脈と
同一軸線上に位置する、請求項２３に記載のカテーテル。
【請求項２５】
患者の右冠動脈の開口部と係合する三次元的且つ操縦可能なカテーテルであって、
　基端側シャフトと、
　該基端側シャフトから延びる先端側シャフトと
を備え、前記先端側シャフトは、
　　　前記基端側シャフトから延びる移行セグメント及び該移行セグメントから延びる当
接セグメントと有する事前賦形された支持セクションと、
　　　前記当接セグメントから延びる第１のセグメント及び該第１のセグメントから延び
て先端にて終端する第２のセグメントを有する、前記支持セクションから延びる事前賦形
された開口進入セクションと
を備え、前記先端を右冠動脈の開口部内と係合させるように前記基端側シャフトに対して
時計方向にトルクを加えると、前記先端が前記当接セグメントと前記第１のセグメント及
び第２のセグメントの連結点とを含む平面に追従するカテーテル。
【請求項２６】
前記先端が右冠動脈の開口部内に配置されるときに、前記第１のセグメントの軸線とほぼ
直交する患者の上行大動脈の内面の接平面において、前記当接セグメントが患者の上行大
動脈の内面に当接する、請求項２５に記載のカテーテル。
【請求項２７】
前記先端が右冠動脈の開口部内に配置されるときに、前記第２のセグメントが右冠動脈と
同一軸線上に位置する、請求項２５に記載のカテーテル。
【請求項２８】
前記移行セグメントが前記基端側シャフトに対してねじれた状態にある、請求項２５に記
載のカテーテル。
【請求項２９】
前記先端が右冠動脈の開口部内に配置されるときに、前記当接セグメントが右冠動脈の開
口部より少なくとも約５ｍｍ上方に配置される、請求項２５に記載のカテーテル。
【請求項３０】
前記支持セクションが患者の矢状面と平行な仮想面にある、少なくとも患者の体外におけ
るカテーテルの自然状態において、前記第１のセグメントが前記事前賦形された支持セク
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ションから患者の前側に延びるときに、前記第１のセグメントが前記仮想面上又は該仮想
面よりも患者の右側に位置し、前記第２のセグメントが前記第１のセグメントから前記仮
想面に向かって戻るように延びる、請求項２５に記載のカテーテル。
【請求項３１】
前記第１のセグメントが初期には前記支持セクションから第１の角度をなして、且つ前記
仮想面から第２の角度をなして配置されるように、前記第１のセグメントが前記支持セク
ションに連結されることと、
　前記第２のセグメントが初期には前記第１のセグメントから第３の角度をなして、且つ
前記第１のセグメントと前記支持セクションの少なくとも一部とによって形成される平面
から第４の角度をなして配置されるように、前記第２のセグメントが前記第１のセグメン
トに連結されることと、
　前記第１の角度が約８０～１７０度であることと、
　前記第２の角度が約１３０～１８０度であることと、
　前記第３の角度が約９０～１７５度であることと、
　前記第４の角度が約０～９０度であることと
からなる、請求項３０に記載のカテーテル。
【請求項３２】
前記移行セグメントが、前記基端側シャフトに対して約１３５～１７５度の初期角度にて
、且つ前記当接セグメントに対して約１３５～１７５度の初期角度にて配置されることと
、
　前記移行セグメントが、前記基端側シャフトに対して約１４０～１８０度の別の初期角
度にて、且つ前記当接セグメントに対して約１４０～１８０度の別の初期角度にて配置さ
れることと
からなる、請求項３１に記載のカテーテル。
【請求項３３】
前記移行セグメントの長さが約２０～８０ｍｍであることと、
　前記当接セグメントの長さが約５～４０ｍｍであることと、
　前記第１のセグメントの長さが約５～５５ｍｍであることと、
　前記第２のセグメントの長さが約５～５５ｍｍであることと
からなる、請求項３２に記載のカテーテル。
【請求項３４】
患者の右冠動脈の開口部と選択的に係合する三次元的且つ操縦可能なカテーテルであって
、
　カテーテルが使用される患者の体外において使用者により操作される基端を有し、該基
端に付加されたトルクを伝達する基端側シャフトと、
　前記基端側シャフトによって伝達されたトルクに反応するように、該基端側シャフトの
基端とは反対の側から延びる先端側シャフトと
を備え、前記先端側シャフトは、
　　　前記基端側シャフトから延びる移行セグメント、及び該移行セグメントから延びる
当接セグメントを有する事前賦形された支持セクションと、
　　　前記当接セグメントから延びる第１のセグメントを有し、前記カテーテルが右冠動
脈の開口部内に配置されるときに、前記当接セグメントが前記第１のセグメントの軸線と
ほぼ直交する患者の上行大動脈の内面の接平面において患者の上行大動脈の内面に当接す
る、前記支持セクションから延びる事前賦形された開口進入セクションと
を備え、
　前記事前賦形された開口進入セクションが前記第１のセグメントから延びる第２のセグ
メントをさらに備え、該第２のセグメントが先端にて終端し、
　前記先端を右冠動脈の開口部内と係合させるように前記基端側シャフトに対して時計方
向にトルクを加えると、前記先端が前記当接セグメントと前記第１のセグメント及び第２
のセグメントの連結点とを含む仮想面に追従する、カテーテル。
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【請求項３５】
前記先端が右冠動脈の開口部内に配置されるときに、前記第２のセグメントが患者の右冠
動脈と同一軸線上に位置する、請求項３４に記載のカテーテル。
【請求項３６】
前記先端が右冠動脈の開口部内に配置されるときに、前記当接セグメントが右冠動脈の開
口部より少なくとも約５ｍｍ上方に配置される、請求項３５に記載のカテーテル。
【請求項３７】
前記移行セグメントが前記基端側シャフトに対してねじれた状態にある、請求項３５に記
載のカテーテル。
【請求項３８】
　支持セクションが患者の矢状面と平行な仮想面にある、少なくとも患者の体外における
カテーテルの自然状態において、前記第１のセグメントが前記事前賦形された支持セクシ
ョンから患者の前側に延びるときに、前記第１のセグメントが前記仮想面上又は該仮想面
よりも患者の右側に位置し、前記第２のセグメントが前記第１のセグメントから前記仮想
面に向かって戻るように延びる、請求項３５に記載のカテーテル。
【請求項３９】
前記第１のセグメントが初期には前記支持セクションからは第１の角度をなし、且つ前記
仮想面からは第２の角度をなして配置されるように、前記第１のセグメントが前記支持セ
クションに連結されることと、
　前記第２のセグメントが初期には前記第１のセグメントから第３の角度をなし、且つ前
記第１のセグメントと前記支持セクションの少なくとも一部とによって形成される平面か
ら第４の角度をなして配置されるように、前記第２のセグメントが前記第１のセグメント
に連結されることと、
　前記第１の角度が約８０～１７０度であることと、
　前記第２の角度が約１３０～１８０度であることと、
　前記第３の角度が約９０～１７５度であることと、
　前記第４の角度が約０～９０度であることと
からなる、請求項３８に記載のカテーテル。
【請求項４０】
前記移行セグメントが、前記基端側シャフトに対して約１３５～１７５度の初期角度をな
し、且つ前記当接セグメントに対して約１３５～１７５度の初期角度をなすように配置さ
れ、前記移行セグメントが、前記基端側シャフトに対して約１４０～１８０度の別の初期
角度をなし、且つ前記当接セグメントに対して約１４０～１８０度の別の初期角度をなす
ように配置される、請求項３９に記載のカテーテル。
【請求項４１】
前記移行セグメントの長さが約２０～８０ｍｍであることと、
　前記当接セグメントの長さが約５～４０ｍｍであることと、
　前記第１のセグメントの長さが約５～５５ｍｍであることと、
　前記第２のセグメントの長さが約５～５５ｍｍであることと
からなる、請求項４０記載のカテーテル。
【請求項４２】
患者の右冠動脈の開口部と係合する三次元的且つ操縦可能なカテーテルであって、
　基端側シャフトと、
　該基端側シャフトから延びる先端側シャフトと
を備え、該先端側シャフトが、
　　　前記基端側シャフトから延びる移行セグメント及び該移行セグメントから延びる当
接セグメントを有する、事前賦形された支持セクションと、
　　　前記支持セクションから延びるとともに、前記当接セグメントから延びる第１のセ
グメント及び該第１のセグメントから延びる第２のセグメントを有し、前記第２のセグメ
ントが先端にて終端し、前記先端が右冠動脈の開口部内に配置されるときに、前記第１の
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セグメント及び第２のセグメントが前記支持セクションの前側に位置し、前記先端を右冠
動脈の開口部内と係合させるように前記基端側シャフトに対して時計方向にトルクを加え
ると、前記先端が前記当接セグメントと前記第１のセグメント及び第２のセグメントの連
結点とを含む平面に追従する、事前賦形された開口進入セクションと
を備えるカテーテル。
【請求項４３】
前記先端が右冠動脈の開口部内に配置されるときに、前記第１のセグメントの軸線とほぼ
直交する患者の上行大動脈の内面の接平面において、前記当接セグメントが患者の上行大
動脈の内面に当接する、請求項４２に記載のカテーテル。
【請求項４４】
前記先端が右冠動脈の開口部内に配置されるときに、前記第２のセグメントが右冠動脈と
同一軸線上に位置する、請求項４２に記載のカテーテル。
【請求項４５】
前記移行セグメントが前記基端側シャフトに対してねじれた状態にある、請求項４２に記
載のカテーテル。
【請求項４６】
前記先端が右冠動脈の開口部内に配置されるときに、前記当接セグメントが右冠動脈の開
口部より少なくとも約５ｍｍ上方に配置される、請求項４２に記載のカテーテル。
【請求項４７】
前記支持セクションが患者の矢状面と平行な仮想面にある、少なくとも患者の体外にある
カテーテルの初期位置において、前記第１のセグメントが前記事前賦形された支持セクシ
ョンから患者の前側に延びるときに、前記第１のセグメントがそのような仮想面上又は該
仮想面よりも患者の右側に位置し、前記第２のセグメントが前記第１のセグメントから前
記仮想面に向かって戻るように延びる、請求項４２に記載のカテーテル。
【請求項４８】
前記第１のセグメントが初期には前記支持セクションから第１の角度をなし、且つ前記仮
想面から第２の角度をなして配置されるように、前記第１のセグメントが前記支持セクシ
ョンに連結されることと、
　前記第２のセグメントが初期には前記第１のセグメントから第３の角度をなし、且つ前
記第１のセグメントと前記支持セクションの少なくとも一部とによって形成される平面か
ら第４の角度をなして配置されるように、前記第２のセグメントが前記第１のセグメント
に連結されることと、
　前記第１の角度が約８０～１７０度であることと、
　前記第２の角度が約１３０～１８０度であることと、
　前記第３の角度が約９０～１７５度であることと、
　前記第４の角度が約０～９０度であることと
からなる、請求項４７に記載のカテーテル。
【請求項４９】
前記移行セグメントが、前記基端側シャフトに対して約１３５～１７５度の初期角度をな
し、且つ前記当接セグメントに対して約１３５～１７５度の初期角度をなすように配置さ
れ、前記移行セグメントが、前記基端側シャフトに対して約１４０～１８０度の別の初期
角度をなし、且つ前記当接セグメントに対して約１４０～１８０度の別の初期角度をなす
ように配置される、請求項４８に記載のカテーテル。
【請求項５０】
前記移行セグメントの長さが約２０～８０ｍｍであることと、
　前記当接セグメントの長さが約５～４０ｍｍであることと、
　前記第１のセグメントの長さが約５～５５ｍｍであることと、
　前記第２のセグメントの長さが約５～５５ｍｍであることと
からなる、請求項４９に記載のカテーテル。
【請求項５１】
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患者の右冠動脈の開口部と選択的に係合する三次元的かつ操縦可能なカテーテルであって
、
　当接セグメントと、
　前記当接セグメントから延びる第１のセグメントと、
　前記第１のセグメントから延び、先端にて終端する第２のセグメントと
を備え、
　前記先端が右冠動脈の開口部内に配置されるときに、前記当接セグメントは、前記第１
のセグメントの軸線とほぼ直交する患者の上行大動脈の内面の接平面において患者の上行
大動脈の内面に当接し、前記第２のセグメントは、患者の右冠動脈と同一軸線上に位置す
ることと
からなるカテーテル。
【請求項５２】
前記先端が右冠動脈の開口部内に配置されるときに、前記当接セグメントが右冠動脈の開
口部より少なくとも約５ｍｍ上方に配置される、請求項５１に記載のカテーテル。
【請求項５３】
カテーテルが使用される患者の体外において使用者により操作される基端を有し、該基端
に付加されたトルクを伝達する基端側シャフトと、
　前記基端側シャフトによって伝達されたトルクに反応するように、該基端側シャフトの
基端とは反対の側から延びる先端側シャフトと
を備え、該先端側シャフトは、
　　　前記基端側シャフトから延びる移行セグメント及び該移行セグメントから延びる当
接セグメントを有する事前賦形された支持セクションと、
　　　前記支持セクションから延び、前記第１のセグメント、第２のセグメント、及び先
端を有する事前賦形された開口進入セクションと
を備える、請求項５１に記載のカテーテル。
【請求項５４】
前記先端が右冠動脈の開口部内と係合するように前記基端側シャフトに対して時計方向に
トルクを加えたときに、前記先端が前記当接セグメントと前記第１のセグメント及び第２
のセグメントの連結点とを含む想像面に追従する、請求項５３に記載のカテーテル。
【請求項５５】
前記移行セグメントが前記基端側シャフトに対してねじれた状態にある、請求項５３に記
載のカテーテル。
【請求項５６】
前記支持セクションが患者の矢状面と平行な仮想面にある、少なくとも患者の体外にある
カテーテルの自然状態において、前記第１のセグメントが前記事前賦形された支持セクシ
ョンから患者の前側に延びるときに、前記第１のセグメントが前記仮想面上又は該仮想面
よりも患者の右側に位置し、前記第２のセグメントが前記仮想面に向かって戻るように延
びる、請求項５３に記載のカテーテル。
【請求項５７】
前記第１のセグメントが初期には前記支持セクションから第１の角度をなし、且つ前記仮
想面から第２の角度をなして配置されるように、前記第１のセグメントが前記支持セクシ
ョンに連結されることと、
　前記第２のセグメントが初期には前記第１のセグメントから第３の角度をなし、且つ前
記第１のセグメントと前記支持セクションの少なくとも一部とによって形成される平面か
ら第４の角度をなして配置されるように、前記第２のセグメントが前記第１のセグメント
に連結されることと、
　前記第１の角度が約８０～１７０度であることと、
　前記第２の角度が約１３０～１８０度であることと、
　前記第３の角度が約９０～１７５度であることと、
　前記第４の角度が約０～９０度であることと



(9) JP 2007-523726 A5 2011.3.10

からなる、請求項５３に記載のカテーテル。
【請求項５８】
前記移行セグメントが、前記基端側シャフトに対して約１３５～１７５度の初期角度をな
し、且つ前記当接セグメントに対して約１３５～１７５度の初期角度をなすように配置さ
れ、前記移行セグメントが、前記基端側シャフトに対して約１４０～１８０度の別の初期
角度をなし、且つ前記当接セグメントに対して約１４０～１８０度の別の初期角度をなす
ように配置される、請求項５７に記載のカテーテル。
【請求項５９】
前記移行セグメントの長さが約２０～８０ｍｍであることと、
　前記当接セグメントの長さが約５～４０ｍｍであることと、
　前記第１のセグメントの長さが約５～５５ｍｍであることと、
　前記第２のセグメントの長さが約５～５５ｍｍであることと
からなる、請求項５８に記載のカテーテル。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０００９
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０００９】
　本発明で定義される、患者の右冠動脈の開口部と係合するそのような操縦可能なカテー
テルは、カテーテルが使用される患者の体外において使用者によって操作される基端を有
する基端側シャフトを備え、該基端側シャフトは基端に付加されたトルクを伝達する。こ
のカテーテルは、基端側シャフトの基端とは反対の側から延びる先端側シャフトをさらに
備え、該先端側シャフトが基端側シャフトによって伝達されたトルクに反応する。先端側
シャフトは、基端側シャフトから延びる移行セグメントと、カテーテルが患者の体内に配
置されるときに患者の上行大動脈の内面に当接するように移行セグメントから延びる当接
セグメントとを有する、事前賦形された支持セクションを備える。先端側シャフトはまた
、支持セクションから延びる事前賦形された開口進入セクションも備える。開口進入セク
ションは、当接セグメントから延びる第１のセグメントと、該第１のセグメントから延び
る第２のセグメントとを備える。カテーテルの支持セクションが患者の矢状面と平行な仮
想面にある、少なくとも患者の体外におけるカテーテルの自然状態においては、第１のセ
グメントが事前賦形された支持セクションから患者の前側に延びるときに、好ましい実施
形態の第１のセグメントは前記仮想面又は該仮想面の右に位置し、第２のセグメントが前
記仮想面に向かって戻るように延びる。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１１】
　患者の右冠動脈の開口部と係合する三次元的且つ操縦可能なカテーテルはまた、基端側
シャフトと、該基端側シャフトから延びる先端側シャフトとを備えるものとして定義する
ことができる。先端側シャフトは、基端側シャフトから延びる移行セグメントを有する事
前賦形された支持セクションと、移行セグメントから延びる当接セグメントと、支持セク
ションから延びる事前賦形された開口進入セクションとを備える。開口進入セクションは
、当接セグメントから延びる第１のセグメントと、該第１のセグメントから延びる第２の
セグメントとを備える。第２のセグメントは先端にて終端する。先端を右冠動脈の開口部
内と係合させるように基端側シャフトに対して時計方向にトルクを加えると、先端は当接
セグメントと、第１のセグメント及び第２のセグメントの連結点とを含む平面に追従する
。
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【誤訳訂正４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１２
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１２】
　患者の右冠動脈の開口部と選択的に係合する三次元的且つ操縦可能なカテーテルはまた
、カテーテルが使用される患者の体外において使用者により操作される基端を有する基端
側シャフトを備え、該基端側シャフトが基端に付加されたトルクを伝達するものとして定
義することができる。先端側シャフトが基端側シャフトによって伝達されたトルクに反応
するように、先端側シャフトは基端側シャフトの基端とは反対の側から延びる。先端側シ
ャフトは、基端側シャフトから延びる移行セグメントと、該移行セグメントから延びる当
接セグメントとを有する事前賦形された支持セクションを備える。事前賦形された支持セ
クションは、事前賦形された開口進入セクションも備えており、該事前賦形された開口進
入セクションは、支持セクションから延びるとともに、当接セグメントから延びる第１の
セグメントを備える。当接セグメントは、カテーテルが右冠動脈の開口部内部に配置され
るとき第１のセグメントとほぼ直交する患者の上行大動脈の内面の接平面において、患者
の上行大動脈の内面に当接する。
【誤訳訂正５】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１４
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１４】
　患者の右冠動脈の開口部と選択的に係合する三次元的且つ操縦可能なカテーテルはまた
、当接セグメントと、該当接セグメントから延びる第１のセグメントと、該第１のセグメ
ントから延びて先端にて終端する第２のセグメントとを備えるものとして定義することが
できる。先端が患者の右冠動脈の開口部内に配置されると、当接セグメントは第１のセグ
メントの軸線とほぼ直交する患者の上行大動脈の内面の接平面において患者の上行大動脈
の内面に当接し、第２のセグメントは患者の右冠動脈と同一軸線上に位置する。
【誤訳訂正６】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２３
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２３】
　本発明の好ましい実施形態では、少なくとも患者の体外におけるこの特定の構造の自然
状態にて、事前賦形された開口進入セクションが事前賦形された支持セクションから患者
の前側へと延びる場合に平面２４が患者の矢状面の前方にてこれと平行であるとき、セグ
メント１８は平面２４の右側又は平面２４と同一平面上にのみ位置するように事前賦形さ
れている（これにより、図２のカテーテル２の後方にてカテーテル２に面するように、又
は図１のカテーテル２の右側にてカテーテル２に面するように、又は図３のカテーテル２
の上方にてカテーテル２に面するように、患者を配置することになる）。好ましい実施形
態では、セグメント１８は体内に適切に配置されると、矢状（すなわち正中矢状）面と平
行な、大動脈を通る平面から患者の前側に、且つ患者の右側又は時計回りに一般的には延
びる。カテーテル２自体を参照すると、特定の実施では、第１のセグメント１８は初期角
度αｅが支持セクション１０の平面２４に対して約１３０～１８０度となるように配置さ
れる。αｅは、好ましくは１８０度未満であるが、当接セクション１４及び第１のセグメ
ント１８が図２に示す前後方向の図面において直線状に見えるように１８０度と等しくす
ることができる。一方、第２のセグメント２０は、平面２４に向かって戻り、それと交差
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する程度までを含み、異なる方向に延びている。特定の実施では、第２のセグメント２０
は、初期角度αｆが第１のセグメント１８と当接セグメント１４によって形成される仮想
面２６（図３）から約０～９０度となるように配置される。平面２４、２６は両方とも、
図３を含む紙面等の仮想基準面に垂直である。
【誤訳訂正７】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２８】
　本発明の三次元構造によって、様々な形状的構造にわたって先端２２を右冠動脈の開口
部内へ挿入することが可能である。これは一部では、適切に配置する際に先端２２及び第
２のセグメント２０が右冠動脈と同一軸線上に位置することによって実現される。この同
軸構成によって、カテーテルが右冠動脈内に配置されるときの右冠動脈の損傷を低減し、
先端２２を右冠動脈内のより深い位置に挿入することができる。さらに、（先端２２が患
者の前側に指向しているときに）角度αｆが第２のセグメント２０の患者の左側への偏り
を形成する。カテーテル２に対して通常の時計方向のトルクを加えると、この左への偏り
によって（右への偏りがあるときに導くのとは異なり）、先端２２が追従することができ
る。すなわち、基端６に対して時計方向にトルクを加えたときに、先端２２は当接セグメ
ント１４と第１及び第２のセグメント１８、２０の連結点とを含む仮想面に追従する。上
記したように、第１のセグメント１８と第２のセグメント２０の連結点は区別可能な移行
部、或いは湾曲した、又は滑らかな曲線状の移行部とすることができる。先端２２を追従
させることによって、回動によって生じる削りや損傷を最小にすることができ、（右へ偏
っている場合に比較してカテーテル２をより大きな角度ねじらなければならないが）カテ
ーテル２を回動させるのに必要なトルク（力）の大きさを小さくすることができる。
【誤訳訂正８】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２９
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２９】
　本発明の三次元構造によって、先端２２が右冠動脈３６の開口部３２に配置されるとき
に、安定性及び支持力を高めることも可能になる。より詳細には、上行大動脈３０ｂの内
面の接平面において、接線４２が第１のセグメント１８の軸線４４にほぼ垂直であり、当
接セクション１４は上行大動脈３０ｂの内面に当接する。したがって、図５を参照すると
、αｉ及びαｊは約６０～１２０度であり、又はより好ましくは約７０～１１０度である
が、最も好ましくは９０度である。このほぼ垂直な配置は、特に第２のセグメント２０が
前述の通り右冠動脈と同一軸線上に位置する特徴と組み合わせると、先端２２が開口部３
２に配置されるときに支持及び安定をもたらし、道具及び器具をカテーテル２のルーメン
を介して押し込むことによってかかる力によって先端２２が右冠動脈３６の開口部３２か
ら移動したり外れたりしない。
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